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はじめに

　世界の森林面積の約半分弱を熱帯林が占め，その大部分が開発途上国（以

下，途上国）に存在する。1980年代この熱帯林の破壊が地球環境問題の一つ

として大きくクローズアップされるようになった。WRI（1997）や Geist and 

Lambin（2001）など多くの研究から，木材伐採が熱帯林破壊の主要な原因の

一つであることは定説となっている。しかし木材の自由貿易が熱帯林破壊を

促進しているかどうかについては，自由貿易により木材伐採量が増加し，森

林破壊を促進している，ということが一見自明の論理にみえるのだが，1990

年代以降の実証研究においては，地域それぞれの国内事情に大きく左右され，

あまり明快な結論を導くことができなかった。たとえば OECD（1994）では，

「フィリピンにおける貿易自由化は森林減少を進めるであろう」とする研究

を紹介する一方，インドネシアでは，丸太の輸出制限の結果，国内の木材加

工業による非効率な木材使用が増加した，と述べている。

　1990年代の国際情勢は，1994年にウルグアイ・ラウンドが妥結し，1995年

₁ 月から世界貿易機関（World Trade Organization: WTO）がスタートし，貿易

自由化への強力な波が押し寄せていた。Anderson and Blackhurst（1992）に

あるように，国内で環境の外部不経済効果の内部化が行われていれば貿易自
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由化は社会的厚生を最大化する1，といった貿易理論をバックに，国際的な

交渉の場では木材貿易と森林破壊の関係について否定的な見解が示されるよ

うになっていった。IPF（1997, para. 116）⑵は「林産物やサービスの貿易と持

続可能な森林管理との間に潜在的に正の関係を認める」とし，WTO貿易と

環境委員会（Committee on Trade and Environment: CTE）もこれを受けて「大

部分は，森林破壊は国際貿易とは無関係である」としている（WTO, CTE 

1997, para. 123）。

　このように木材貿易による熱帯林破壊の軽減を貿易措置によって行うこと

を国際的に合意するのがきわめて困難な国際情勢のなか，国境措置によらな

いさまざまなアプローチによる途上国の天然林資源の持続可能性確保への取

り組みが行われてきた。本章では，これらの取り組みがどの程度，持続可能

性確保に効果を上げているかを検証し，森林の持続可能性確保のための貿易

措置の必要性について改めて考えてみたい。

　まず第 ₁節で途上国の熱帯林をはじめとする天然林資源の持続可能性とは

何かを検討したうえで，これまで取り組まれてきた貿易措置によらない森林

の持続可能性確保の方策を網羅的に取り上げて，それらの森林の持続可能性

への効果を検証する。具体的には第 ₂節で違法伐採対策，第 3節で森林認証，

第 ₄節でパーム油認証，第 ₅節で REDD＋，第 ₆節で生物多様性条約を取

り上げる。そして，第 ₇節で改めて貿易措置の必要性について考える。

第 ₁節　途上国の天然林資源の持続可能性

　まず途上国の熱帯林をはじめとする天然林資源の持続可能性とはどういう

ことか，について整理しておこう。森林の持続可能性の定義は国際的に定ま

ったものがないが，1992年の森林原則声明のなかに「森林被覆や森林の生産

性を維持増進する努力が生態学的，経済的，社会的に健全な方法で行われる

べきである」という文言があり，森林の持続可能性とは基本的に森林被覆や
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森林蓄積量を健全な形で維持増進することと定義できるだろう。ただし同声

明では「国家は……（中略）……総合的社会経済開発計画の下で合理的な土

地利用政策に基づき林地を他の用途へ転用する」ことを認めており，合理的

理由に基づいた計画的な他用途への転用は開発途上の国々にとってある程度

やむを得ない，との条件がつくと考えられる。

　これを途上国の一般的な土地利用制度に照らし合わせて考えてみよう。途

上国の森林はだいたいにおいて生産林と保護林，そして転換林という三つの

カテゴリーに分かれている。

　生産林は木材生産が許される森林であるが，そのなかには人の手が入って

いない一次林，一次林に伐採が入った後の二次林，そして植栽や播種によっ

て育成された人工林が含まれている。保護林は保護のため伐採に規制がある

森林，転換林は将来農地などほかの土地利用への転換が認められている森林

である。途上国の森林の大部分は国有林であるが，これは直轄では管理され

ず，企業などにさまざまな管理条件のついた伐採権を発給することによって

森林管理が行われる。

　たとえば全国木材組合連合会・違法伐採総合対策推進協議会（2007）によ

ると，インドネシアでは国有林の生産林に区分されている天然林では ₂種類

の伐採権が発給される。一つは天然林木材林産物利用事業許可（Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu: IUPHHK）で，もう一つはほかの用途に転換す

るために森林を伐採できる木材利用許可（Izin Pemanfaatan Kayu: IPK）である。

前者ではインドネシア択伐植林方式（Tebang Pilih Tanam Indonesia: TPTI）とい

う管理方式をとるが，このなかに森林資源の持続可能性という基準がある。

択伐後に残される樹種のバリエーションを減少させてはならず，また残され

た立木の生育・成長を促進させる活動を行うことになっていて，択伐更新に

よる持続可能な森林経営がめざされている。他方，後者はプランテーション

開発や大規模造林などの整地作業の一環として，大面積を皆伐することがで

きる木材伐採権である。

　このような土地利用区分をふまえると，途上国の天然林を中心とした森林
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の持続可能性とは，以下の 3点が基準になると考えられる。

〔基準 ₁〕保護すべき生物多様性を含む森林はなるべく保護林とし

て伐採せず保全すること

〔基準 ₂〕生産林として利用する場合，一次林を択伐した後の二次

林について，インドネシア択伐植林方式のような生態系

が劣化しないような択伐更新が確実に履行されること

〔基準 3〕国が林地を他用途へ転換する場合は，生態学的経済的社

会的価値の順位に基づいた合理的な計画に基づくこと

　では途上国の熱帯林をはじめとする天然林資源の持続可能性を保つための

さまざまな政策は，三つの基準に照らした場合どのような評価になるだろう

か。それぞれ検討してみよう。

第 ₂節　違法伐採に対する先進国の対策

　熱帯林問題が大きく取り上げられた1980年代から，森林資源の持続可能性

を保つために先進国・途上国でそれぞれとるべき政策手段の模索が，さまざ

まな主体によって行われてきた。しかし途上国の経済やガバナンスの状況か

ら，途上国自身に内発的な政策を期待するのは現実的でなく，1990年代に入

って先進国側から途上国の森林破壊を食い止めるための方策として，持続可

能な森林から伐採された木材のみを取引する，というチャンネルを用いるの

が有効であると考えられるようになった。その走りとなったのが，1992年に

オーストリアが熱帯材については持続可能な森林から採取されたという証明

があるもののみ輸入するための国内法を制定し，ASEAN諸国と対立した事

件である⑶。

　しかしその後，持続可能な森林の定義の難しさや実態に対する要求水準の
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高さから，各国政府も環境 NGO（non-governmental organization）も持続可能

かどうかという水準ではなく，違法に伐採された木材を市場から排除すると

いう次元の政策の形成に力を注ぐようになっていった。1998年の G ₈ バーミ

ンガム・サミットで違法伐採に対処する方策について話し合われ，「森林行

動計画」が採択されたのを皮切りに先進各国の違法伐採対策への取り組みが

本格的に始まった。

　以下，先進各国による違法伐採対策の歩みについて説明し，森林の持続可

能性確保への効果について検証してみよう。

₁．EUの取り組み：FLEGT－VPA

　欧州連合（European Union: EU）の違法伐採対策は FLEGT（Forest Law En-

forcement Governance and Trade）を軸に展開してきた。EC（2007a）によると，

欧州委員会は2002年 ₄ 月，EUの違法伐採対策について話し合う国際ワーク

ショップを主催し，2003年 ₅ 月に FLEGT行動計画を発表した。この行動計

画で（1）生産国の木材についてのサポート，（2）合法材取引を促進する取

り組み，（3）政府調達方針の促進，（4）民間セクターのイニシアチブへのサ

ポート，（5）融資や投資への予防措置，（6）計画をサポートするための既存

法的手段の活用と新たな法制度の採用，（7）紛争木材の問題の取り扱い，と

いう七つの分野が盛り込まれた。そして（2）における具体策が VPA（Volun-

tary Partnership Agreement）である。

　EC（2007b）によると，VPAとは，EUと相手国が FLEGT行動計画の目的

を達成するために共同し，木材のライセンススキームを実施する法的拘束力

のある二国間協定である。VPAの目的は，木材生産国の森林制度やガバナ

ンスの改善をサポートすることによって，持続可能な森林管理を推進するこ

とを約束させることである。すべての VPA相手国は（1）森林法が整合的で

わかりやすく強制力があり，持続可能な森林管理を促進するものであるとい

う条件を確保すること，（2）伐採現場から市場や輸出ポイントまで木材を追
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跡できる技術的・行政的システムを開発すること，（3）森林ガバナンスの透

明性やアカウンタビリティを向上させること，（4）合法的に伐採された木材

の輸出にライセンスを与える手続きを開発すること，を約束させられる。

　EC（2007c）によると，VPAにとって重要なことは合法性を証明された木

材のみを EUに輸入するライセンススキームの構築である。つまり VPAの

重要な部分として，生産国における TLAS（Timber Legality Assurance System）

の開発とライセンススキームの実施のための期限つきの行動計画が含まれて

いる。TLASには ₂種類のアプローチがある。一つは輸出される木材ごとに

許可機関によってライセンスを与えるシステムで，もう一つはすべての木材

の合法性を確保できる業者にライセンスを与えるシステムである。いずれに

しても，TLASのシステムは EUと VPA相手国の代表からなる共同実施委員

会（Joint Implementation Committee）によってモニタリングされる。

　2014年 ₁ 月現在，すでに VPAを締結しシステム構築のプロセスが進行中

の国は，カメルーン・中央アフリカ共和国・ガーナ・リベリア・コンゴ共和

国・インドネシアの ₆カ国。交渉中の国がコートジボワール・コンゴ民主共

和国・ガボン・ガイアナ・ホンジュラス・ラオス・マレーシア・タイ・ベト

ナムである⑷。

　しかし VPAのシステムを構築した国が合法木材を EUに輸出しても，他

方で安価な違法伐採材が EU市場に出回ってしまうと，VPA諸国の木材の競

争力がなくなり合法性を確保するインセンティブを削ぐことになりかねない。

これを防ぐために，2010年10月に EUでは EU市場における違法伐採材の取

引を禁止する「EU木材法」（EU Timber Regulation）が成立し，2013年 3 月に

発効した。対象品目は合板・ボード類・家具・紙パルプなどであり，幅広い

林産物に適用される。木材や林産物を取引する業者は違法に伐採生産された

林産物を EU市場で取引することを禁じられ，はじめに EU市場に入るとき

にそのリスクを最小にするようなデュー・デリジェンス（due diligence）⑸を

実行することが求められる。ただし VPA相手国から輸入された FLEGTラ

イセンス材は自動的に新法の条件を満たすと考えられる。そしてこの法律に
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違反した場合，EU各国で罰則が設けられることになっている。

₂．米国の取り組み：レイシー法

　米国の違法伐採対策はレイシー法の改正によって進められている。レイシ

ー法とは1900年に制定された連邦レベルで初めての野生動物保護法で，とく

に渡り鳥の保護を目的としており，有害な野生生物の輸入や違法に捕獲され

た種の，州を越えた商取引を禁止した法律である⑹。その後1981年，1988年

に大幅に改正されたが，野生動物や魚類や植物の違法な取引を取り締まるた

めに2008年に再び改正が行われ，これによって（1）植物を保護するアメリ

カ合衆国・州・インディアン・外国の法律に違反して州または国を越えて植

物を採取・加工・輸送・売買すること，（2）この法律の適用される植物につ

いての文書・報告書・記録を偽ること，（3）輸入申告なしに植物や植物性製

品を輸入すること，が違法となった。この法律の適用対象物品は2009年 ₄ 月

のフェイズⅡで燃材・丸太・製材・チップ等が，2009年10月からフェイズⅢ

で炭・合板・木枠・寄木など，2010年 ₄ 月からフェイズⅣで家具・おもちゃ

などに拡大された。軽度の違反者は ₁年以内の懲役と10万ドルの罰金（企業

の場合は20万ドル），重度の違反者は ₅年以内の懲役と25万ドルの罰金（企業

の場合は50万ドル）が課せられることになっている。業者はデューケア（due 

care）を義務づけられた。デューケアとは十分に慎重な人物が同じまたは類

似の状況において払う注意水準を意味する⑺。

3．日本の取り組み：グリーン購入法など

　残念ながら，日本では法令による違法伐採の排除といったレベルの枠組み

はいまだに導入されていない。日本ではこれまでのところ，2000年に成立し

た「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）

による公共調達に関する合法材優先政策のみである。グリーン購入法では国
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の各機関や地方公共団体が国の「基本方針」にしたがって毎年度「調達方

針」を作成し，それに基づいて環境物品の調達を促進するという法律で⑻，

この「基本方針」でたとえばコピー用紙については「原料とされる原木は持

続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること」とな

っており，持続可能性の確認は林野庁作成の「木材・木材製品の合法性，持

続可能性の証明のためのガイドライン（2006）」⑼によることとされている。

　このガイドラインでは，木材・木材製品の合法性，持続可能性の証明につ

いては三つの方法で行えるとしている。（1）既存の森林認証制度および CoC

認証制度⑽を活用する方法，（2）森林・林業・木材産業関係団体の認定を得

た事業者が行う方法，（3）個別企業等の独自の取り組みによる方法である。

（2）の森林・林業・木材産業関係団体の認定を得た事業者が行う証明方法と

は，まずこれらの団体が自主的行動規範を作成し，この団体の構成員の，合

法性・持続可能性の証明された木材・木材製品の供給への取り組みが適切で

あるかどうかを認定する，というものである。そして認定業者は直近の納入

先に合法性・持続可能性の証明書を交付し，それを繰り返して証明の連鎖を

形成する。全国木材組合連合会（2011）によると，2011年 3 月現在この事業

体認定を受けた事業体は8100社に上る。規模の大きな企業については（1），

（2）ではなく，独自の取り組みによって森林の伐採段階から納入段階に至る

までの流通経路等を把握したうえで，納入段階で証明書を発行することにな

る。輸入材については，各国における認証制度や FSC（Forest Stewardship 

Council）などの既存の認証制度を用いることになっている。

　欧州各国においても違法伐採対策の手始めとして，公共調達を対象にして

きたことは確かである。たとえば，地球・人間環境フォーラム（2007）によ

ると，英国政府は2000年に「政府各部門が持続可能で合法的な出所からの木

材および木材製品を購入することを求める声明を発表し，2001年には「木材

調達アドバイスノート」という政府調達指針が作成された。デンマークでも

2003年に「熱帯木材の調達―環境ガイドライン―」という公共・半公共

部門の熱帯材調達の合法性・持続可能性を推進するための指針が作成された。
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しかし，その後 EUではこれを民間部門の木材調達にも拡大するべく

FLEGT行動計画を発展させつつあり，米国も法的措置による違法材対策に

乗り出している。一方日本では，合法木材の調達を何らかの法的枠組みを伴

って民間部門に拡大しようとする動きはまだ起こっていない。林野庁は木材

の利用促進を推進しており，このような枠組みの導入は木材の調達コストを

増やし，それによってほかの建築資材への代替が起こることを恐れていると

いわれている。しかしそれは EUや米国においても同様であり，日本が安価

な違法伐採材の混入した外国産木材の格好の市場となっていると，環境

NGOの批判を浴びていることもまた事実である。

₄．違法伐採対策と森林の持続可能性

　以上のように，欧米では違法伐採対策が進んでおり，途上国側もこれに対

応する国内対策を進めつつある。では違法伐採対策を行えば森林の持続可能

性は担保されるのだろうか。

　上述のように，途上国には一般に転換林というカテゴリーがあり，林地の

土地利用転換を許可する伐採権が発給されればプランテーション開発や大規

模造林などの整地作業の一環として大面積を皆伐することができる。そして，

実際は国が合理的な土地利用計画に基づいて伐採権を発給したとは考えられ

ないケースが多く，森林破壊の原因になっている。このようなケースは国の

制度に基づいているかぎり合法であるが，森林の持続可能性を森林の量と質

の維持と考えるならば，当然持続可能とはいえない。

　先進国の違法伐採対策は，熱帯林の持続可能性の〔基準 ₂〕について不十

分ながらも途上国に改善へのプレッシャーを与えているといえるが，この

「合法」な土地利用転換による森林減少への対応，つまり〔基準 3〕への対

応が抜け落ちている。紙パルプ用の産業植林やパーム油プランテーションな

どによる生物多様性の破壊や地元住民の生活権の侵害などが環境 NGOによ

って告発される例も後を絶たないのである。
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第 3 節　森林認証と森林の持続可能性

　前節のように先進国が違法伐採対策に向かう以前の1990年代から，第三者

機関により持続可能な森林から伐採された木材であることを認証し流通させ

る森林認証がさまざまな団体によって行われるようになってきた。森林認証

が掲げる森林の持続可能性のなかで，前述の転換林の問題を意識しているの

は FSC認証である。

　FSC⑾の活動は1990年から始まった。1993年にカナダのトロントで設立総

会が開かれ，1994年には FSCの原則と基準が設立メンバーによって承認さ

れた。重要な決定は FSC会員の総会で決定されるが，これは意思決定のバ

ランスをとるために社会部門・環境部門・経済部門の 3部門からなっている。

　FSCは，基準10.9で「1994年11月以降に自然林から転換された地域で造成

された人工林については，通常は認証の対象としない」としており，森林の

持続可能性について厳しい基準を設けている認証制度とされている。

　しかし Humphreys（2006）によると，このような厳しい基準をもつ FSC

認証に対抗して，生産加工業界の後押しによってより業者が取得しやすい認

証制度が設立され，急速に普及している。たとえばカナダ林産物協会（For-

est Products Association of Canada）の要求で創設された CSA（Canadian Standards 

Association ）や，全米林産物製紙協会（American Forest and Paper Association）

が後押しした米国の SFI（Sustainable Forestry Initiatives），そして，オースト

リア・フランス・フィンランド・ドイツ・ノルウェー・スウェーデンの森林

所有者の後押しで設立されたもので小規模森林所有者に適した認証といわれ

ているヨーロッパの PEFC（Pan-European Forest Certification）である。これら

の認証の特徴は，基本的に森林所有者や林産業自らが定めた環境目標に森林

管理が合致していればよしとする認証のあり方になっており，遺伝子組換え

樹種を禁止せず，新規造林を制限する方向性がなく，原住民の権利の保障も

弱い点だといわれている。
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　しかし根本（2011）によると，「2011年 ₈ 月現在，FSCの認証森林面積は

約 ₁億4,050万ヘクタール（79カ国，1,049森林管理者）で，認定された FSCの

取り扱い業者（CoC認証取得者）は107カ国，21,063業者に上る……（中略）

……。一方，PEFCは各国独自の認証制度を相互に承認し合うことで勢力を

拡大しており，2011年 ₇ 月現在，34カ国の認証制度を傘下にもちながら，合

計 ₂億3,900万ヘクタール（森林所有者約50万人）を認証し，その取り扱い業

者も8,470を数えている」ということで，相対的に基準の緩い認証制度の方

が急激に普及しているのが現実である。

　それに対抗するため，FSCは FSC材に FSC材より基準の緩いコントロー

ル材を混入する木材コントロール認証（Controlled Wood Certification: CWC）の

制度を導入したが，これによって各地で持続可能性に問題のある材が流通す

るケースが発生し，批判を浴びることになっている。

　そしてついに2011年 ₆ 月の FSCの総会で，前述の1994年以降に造成され

た人工林を認証対象とするという提案が行われた。結論としては1994年以降

に造成されたどのような条件の人工林を認証対象とするのかについて今後検

討を要するというものだったが，一連の出来事は森林の持続可能性の〔基準

₂〕や〔基準 3〕を実質的に担保するレベルを森林認証で確保していくこと

の困難さを示しているといえるだろう。

第 ₄節　パーム油認証と森林の持続可能性

　FAO（2010）の2010年森林資源評価によると，近年の森林消失の原因で最

も大きいのは農地への土地利用転換とされており，この用途はパーム油など

輸出農産物のプランテーションである。そこで，農地転換の結果生産される

これらの産品に，森林破壊に加担していないという認証を与えることによっ

て，森林破壊を抑制しようというアプローチも始まっている。この代表的な

ものがパーム油認証である。
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₁ ．パーム油認証（RSPO）について

　日経エコロジー（2009）によると，RSPO（Roundtable on Sustainable Palm 

Oil）とは熱帯林を保全しつつパーム油を生産・活用するための道を加盟団

体が集まって決めようという国際的な NGO（2004年 ₄ 月 ₈ 日設立）である。

英国とオランダ資本のユニリーバをはじめ，パーム農園主や精油企業など約

300団体（2009年 ₆ 月時点）が加入している。そこで持続可能なパーム農園を

認定する第三者認証制度の導入が始まっている。

　森林にかかわる認証基準は，プランテーション造成，再植栽，プランテー

ションの拡大などを行う際には環境影響評価を行うことと，2005年11月以降

の新たなプランテーションは，一次林または高い保全価値を維持・増進する

ために必要な地域からの転換を禁止することである⑿。

₂．RSPOのインドネシアでの実情

　では，RSPO認証の普及によって，森林管理は改善に向かっているのだろ

うか。メコンウォッチ（2012）がインドネシア，マレーシアの現地 NGOに

聞き取り調査を行っている。2010年の世界のパーム油生産量の80％以上はイ

ンドネシア産とマレーシア産である。インドネシアやマレーシアのサバ州で

1980年代後半から，同サラワク州では1990年代後半から急激にパーム油プラ

ンテーションの栽培面積が増加した。それに伴い土地所有権の問題で現地住

民との紛争も多発している。インドネシアではすでに40％の企業が RSPO

のメンバーであるが，RSPOの主要メンバーでさえも土地所有権をめぐる現

地住民との紛争や人権侵害の問題を抱え，時に認証停止処分を受けている。

現地 NGOスケールアップは RSPOについて「原則と基準はよくできている

と思うが，実施できていない。クアラルンプールに事務局があり，インドネ

シアからは遠い。ジャカルタの事務所にはスタッフが ₂名しかいない。そん
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な状況では書類確認もままならない。ただ書類を提出するだけで十分という

ような状況になっている感じで，同じレポートのコピーをただ提出している

ような感じだ」と答えている。

3．パーム油認証と森林の持続可能性

　RPSOでは新規一次林の開発は禁止しているが，二次林については言及が

なく，また2011年 ₅ 月末からのモラトリアム⒀でも HTI（Hutan Tanaman In-

dustri）や HGU（Hak Guna Usaha）といった二次林の開発権は発行されている

ということで，今後も開発が進んでいくだろう。つまり，パーム油プランテ

ーションの急増が問題化してから認証が動き出して効果を上げるまでに開発

が進んでしまう，という構図になっており，やはり森林の持続可能性の〔基

準 3〕に十分に対応できていないといえる。

　また，メコンウォッチ（2012）によるとインドネシアでは2011年から

ISPO（Indonesian Sustainable Palm Oil）というインドネシア独自の認証制度も

始まったが，RSPOより基準が緩いということである。つまり森林認証と同

じくここでも第三者認証制度は，より緩い基準の認証が現れて市場を奪って

いく「悪貨が良貨を駆逐する」の懸念が出始めているのである。

第 ₅節　REDD＋と森林の持続可能性

₁．REDD＋の概要と国際交渉の現状

　REDDとは，途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減（Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries）の略

である⒁。具体的には図 ₁のように，途上国の過去の森林減少による温室効

果ガス排出量実績から設定される参照レベルに比べて，評価時点において実
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際の排出実績が下回っていれば，クレジットや金銭的恩恵が与えられるよう

にする仕組みのことをいう。

　国連気候変動枠組条約の締約国会議（Conference of the Parties: COP）で議論

されはじめたこの政策手法は，温室効果ガス削減に資すると同時に天然林伐

採の減速も目論んでいる。つまり対象となる途上国は，実際には天然林伐採

に対して具体的な国内的措置を講じる必要が出てくる。それは天然一次林の

伐採や二次林の農地転換の制限・禁止による天然林資源の持続可能性の確保

を意味するのであり，結果としてここまで論じてきた違法伐採対策や認証シ

ステムと同様の措置を迫るものなのである。

　REDD+についての議論は⒂，2005年の国連気候変動枠組条約 COP11モン

トリオール会合においてパプアニューギニアとコスタリカが，「途上国にお

ける森林消失からの排出削減」を温室効果ガス排出削減対策の新たな政策課

題として共同提案⒃したことから始まった。その後 COPに対して科学的・

技術的な助言を行う補助機関会合（Subsidiary Body for Scientific and Technologi-

cal Advice: SBSTA）によって， ₂年間の検討が行われた。そして2007年の

COP13バリ会合において，REDDの DDには森林減少（Deforestation）と並

森林減少に
よる排出量

参照レベル

排出量実績

時間評価時点現在

クレジット・
金銭的恩恵

図 ₁　REDD＋の仕組み

（出所）　筆者作成。
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列して森林劣化（Degradation）も含まれることが合意され，さらに「保全，

森林の持続可能な管理，森林の炭素貯留量の増加」が含まれることになり，

REDD＋という表記になった。

　バリ行動計画⒄（決定 ₁ /CP.13パラ ₁（b）（iii））で次期枠組みにおける具体

的な検討項目として REDD＋を対象とし，REDDの政策アプローチやイン

センティブ，途上国における森林の保全，持続的管理，炭素ストック増加の

役割を検討することが合意された。REDD＋の活動を喚起するアプローチ

（決定 ₂ /CP.13）としては⒅，おもに（1）現在行われている森林保全の努力を

強化し，サポートする，（2）途上国の方法論的，技術的，制度的ニーズに即

したキャパシティ・ビルディングや技術支援，技術移転を促進する，（3）森

林を保全する方法を探求し，森林破壊を制御し，森林の炭素ストックを高め

る方法を伝える講習会を行う，（4）以上の努力をサポートするために資金を

投入する，という内容が盛り込まれ，途上国におけるキャパシティ・ビルデ

ィングや技術支援に重点がおかれることとなった。

　2010年 COP16のカンクン合意⒆においては，REDD＋実施に向けたより具

体的な段取りが合意された⒇。おもなものはまず，森林減少減速および森林

を保全管理する活動は段階的に実施されるべきであるというフェーズドアプ

ローチ（決定 ₁ /CP.16パラ73）である。具体的には第一段階として，国家の戦

略あるいは行動計画，政策，措置を策定し，キャパシティ・ビルディングを

行うこと，第二段階として，さらなるキャパシティ・ビルディングや技術開

発・移転および実演講習を含んだ，国家政策 ･措置および国家戦略または行

動計画の実施，そして第三段階として，計測・報告・検証すること，という

ものである。またとりわけ先進国はこれらの活動を二国間・多国間の枠組み

で支援すべきである（決定 ₁ /CP.16パラ76）とされた。そしてこれらの活動を

行う際には，国の森林プログラムや国際協定との合致，透明で効率的な森林

ガバナンス，原住民や地域コミュニティーの構成員の知識や権利の尊重，関

係するステークホルダーの参加，天然林や生物多様性の保全などへの配慮と

いった項目が促進・遵守されなければならないとするセーフガード（決定 ₁ /
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CP.16 AppendixⅠパラ ₂）の規定も盛り込まれた。

　REDD+では途上国の森林保全による温室効果ガス排出削減の恩恵がどの

ようなものになるのかということは非常に重要な論点である。この資金オプ

ションについてカンクン合意では，2011年に南アフリカのダーバンで開催さ

れる COP17までに研究し COP17で報告すること（決定 ₁ /CP.16パラ76）とさ

れたものの，COP17では十分な結論に至っていない。問題は2009年のコペン

ハーゲン合意で，附属書Ⅰ国についても2020年までは強制的な数値目標の設

定が見送られたため，当初イメージされていたように REDD＋によって途

上国にクレジットを供与しても，それが途上国の REDD＋履行へのインセ

ンティブとはならない可能性が高いということである。国連気候変動枠組条

約の強制的枠組み設定とリンクしないかぎり，REDD＋で当初目論んだ姿の

実現は困難なのである。

　とはいえ，REDD＋に関する自主的な活動はすでに広く着手されている。

2010年 ₅ 月27日に開かれた閣僚級会合「気候と森林に関するオスロ会合」に

おいては，REDD＋の活動や資金支援を促進するため，関心国による

「REDD＋パートナーシップ」が構築された。これは条約上の公式なプロセ

スが決着していないなか，非公式な形ではあるが REDD＋を進展させてい

こうという取り組みである。また，REDD＋に関する二国間・多国間のプロ

グラムも進められており，赤堀（2010）によると，世界銀行の森林炭素パー

トナーシップ基金（Forest Carbon Partnership Facility: FCPF）�，国連食糧農業

機関（Food and Agriculture Organization: FAO）や国連開発計画（United Nations 

Development Programme: UNDP），国連環境計画（United Nations Environment 

Programme: UNEP）の共同提案によって2008年に設立された UN-REDD，

2010年に合意したノルウェーとインドネシアのパートナーシップなどが代表

的な例として挙げられる。

　このような自主的な活動のなかでも画期的な事例であるノルウェーとイン

ドネシアのパートナーシップについて，以下でその効果と限界について取り

上げよう。
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₂ ．インドネシアにおける REDD＋に関する取り組み

　Greenpeace（2012）によると，2009年インドネシアではユドヨノ大統領が

温室効果ガスの排出を2020年までに26％減少させることを宣言した。インド

ネシアの温室効果ガス排出源の80％前後が森林消失や土地利用転換や泥炭地

の燃焼によるもので，これらの排出源のカットが温室効果ガスの押さえ込み

の鍵を握ることになった。

　2011年 ₅ 月ノルウェーから10億ドルの支援を受ける代わりに，一次林と泥

炭地の転換に対する新規コンセッションの ₂年間の発給停止（モラトリアム）

を宣言した。Austin, Sheppard, and Stolle（2012）はこのモラトリアムの効果

と限界を分析している。それによると，対象地域には2840万ヘクタールの一

次林と1480万ヘクタールの泥炭地が含まれ，これは92.8ギガトンの CO2に相

当し， ₁年間の世界の温室効果ガス排出量の 3倍にも上る。しかし対象地域

内の現在コンセッションが設定されている一次林や泥炭地はモラトリアムの

対象とならないので，350万ヘクタールの一次林および泥炭地から排出され

る14.6ギガトンの CO2はストップできない。また対象地域内の二次林1560万

ヘクタールも大統領命令ではモラトリアムには明確に含まれていない。しか

もモラトリアム宣言後 3カ月間に，対象となっている森林が伐採された事例

が103件発見されており，ガバナンスや線引きについてより改善が求められ

ている。

3．REDD＋と森林の持続可能性

　Angelsen et al.（2012）によると，当初 REDD＋は，スターンレビュー�で

CO2 1トン当たり平均 US$ ₁ ～ ₂ という低コストで温室効果ガスを削減でき

る方法とされ，また森林関係者からも，なかなか進まない天然林破壊へのド

ラスティックな解決法となるのではないか，と大いに期待された。しかし国
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連気候変動枠組条約内での REDD＋の進捗は遅い。ノルウェーとインドネ

シアのパートナーシップについても，一次林のモラトリアムが宣言されたこ

とから〔基準 ₁〕の観点から一歩前進があったものの，発給済みのコンセッ

ションや二次林が対象から外れており，またモラトリアムの確実な履行が担

保されないといった RSPOと同様の問題を含んでいる。結局，各施策が動

き出して効果を上げる前に開発が進んでしまう，という構図がここでもみら

れるのである。

第 ₆節　生物多様性条約と森林の持続可能性

　生物多様性を守るための国際的な枠組みも，森林の持続可能性と密接なか

かわりがある。天然林に多く存在する遺伝資源や伝統的知識が原産国に大き

な経済的恩恵をもたらせば，原産国はこれらを産出する天然林を保護するイ

ンセンティブをもつことになり，結果として天然林資源の持続可能性の〔基

準 ₁〕～〔基準 3〕を改善するような政策をとると考えられるからである。

では，生物多様性を守るための国際的枠組みはそのような機能を果たすもの

となっているだろうか。

　1992年に採択された生物多様性条約は，生物の多様性の保全，その構成要

素の持続可能な利用および遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な

配分を目的とした条約である。バイオインダストリー協会・生物資源総合研

究所（2011, 12-13）によると，生物多様性条約発効以前は，遺伝資源の問題

は農業食料の観点から植物遺伝資源の問題として FAOによって取り組まれ，

1983年に植物遺伝資源に関する FAOグローバル・システムが採択された。

これは「植物遺伝資源に関する国際的申し合わせ」という法的拘束力のない

文書と植物遺伝資源委員会（Committee on Plant Genetic Resource）から成り立

っている。FAOアプローチの特徴は，植物遺伝資源を地球規模において保

全し利用すべき公共財として位置づけている点で，これは遺伝資源に原産国
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の主権的権利があるとする生物多様性条約とは異なる。

₁．生物多様性条約の枠組み

　生物多様性条約の概要は以下のとおりである。まず遺伝資源の指す範囲は

植物・動物・微生物と定められており，FAOのグローバル・システムより

広くなった。そして遺伝資源への権利については，第15条 ₁ 項で「各国は，

自国の天然資源に対して主権的権利を有するものと認められ，遺伝資源の取

得の機会につき定める権限は，当該遺伝資源が存する国の政府に属し，その

国の国内法令に従う」としている。資源へのアクセスに際しては「事前の情

報に基づく当該締約国の同意を必要とする」（第15条 ₅ 項）となっている。ま

た利益配分については，「締約国は，遺伝資源の研究および開発の成果なら

びに商業的利用その他から生ずる利益を当該遺伝資源の提供国である締約国

と公正かつ衡平に配分するため……（中略）……適宜，立法上，行政上又は

政策上の措置をとる。その配分は，相互に合意する条件で行う」（第15条 ₇

項）としている。

　バイオインダストリー協会・生物資源総合研究所（2011, 16-17）によると，

この条約の実施運用をどのような形で規制するかについて，遺伝資源の国境

を越えた移動に関して厳格な規制を設けたい途上国は，国内的立法措置で行

うべきと主張し，EU諸国は国際的な行動準則の策定を主張し，非締約国で

ある米国は当事者の自由な交渉に委ねるべきだと，おのおの考え方に相違が

あった。

　2004年の「ボン・ガイドライン」では行動基準の策定という方向性が打ち

出されたが，途上国は，利益配分の確保が十分期待できないとして法的拘束

力をもつ文書の策定を求めた。このような対立を経て，2010年に遺伝資源の

利用から生じる利益の配分を定める名古屋議定書が採択された。
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₂ ．名古屋議定書

　名古屋議定書では，国際基準を定めるのではなく，遺伝資源の提供国の国

内法に域外効力を与えることと，そのための条件と手続きを定める議定書と

なった。適用範囲は生物多様性条約の枠内の遺伝資源およびそれに付随する

伝統的知識ならびにそれらの利用から生じる利益配分である。

　バイオインダストリー協会・生物資源総合研究所（2011, 267-268）による

と，最大の争点であった利益配分の対象範囲について途上国は，派生物には

生物組織に加え，化学物質，加工品または情報などが含まれると主張した。

しかし，生物多様性条約第 ₂条において「遺伝資源とは」「遺伝の機能的な

単位を有する」素材であると定められている。ということは，派生物のうち

で遺伝の機能的な単位を有しないものは遺伝資源ではないため，その利用か

ら生じる利益は生物多様性条約の対象外となる。この指摘に対して，途上国

は「遺伝資源の利用」に派生物の生成，抽出や分析が含まれるため，利益配

分の対象であると主張するようになった。つまり，「遺伝資源」「の利用から

生じる利益」と読むのではなく，「遺伝資源の利用」「から生じる利益」と読

むという解釈である。そこで先進国は「派生物」という語は用いず，「遺伝

資源の利用」を定義するとともに，個別の「相互に合意する条件」（Mutually 

Agreed Terms: MAT）に基づくことを明記する，という妥協案が浮上し，派生

物は国内法の取得規制の対象範囲として認められなかった。

　また提供国において遺伝資源へのアクセスと利益配分（Access to Genetic 

Resources and Benefit Sharing: ABS）関連の法律が制定されていなかった場合

にも，利益配分は国際義務であり保証されるべきと途上国は主張し明文化を

求めていたが，生物多様性条約第15条 ₇ 項のMATに基づくとの規程を超え

るので先進国は反対し，明文化されなかった。
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3 ．生物多様性条約と森林の持続可能性

　生物多様性条約や名古屋議定書は，現在のところ原産国の生息地保護に大

きく役立つレベルにあるとは考えにくい。生物多様性条約発効以前に取得さ

れた生息域外（ex-situ）コレクション�のうち，FAOの植物遺伝資源委員会

の対象でないコレクションに生物多様性条約を遡及して適用できるかという

と，条約法に関するウィーン条約第28条の条約不遡及の原則から難しいとさ

れている。現在普及している医薬品等について原産国が恩恵を受けられなけ

れば，原産国にとって開発行為をストップする代償がどの程度なのか不明な

のであって，そのために天然一次林の伐採規制など強力な政策措置が行われ

ることは望み薄である。

第 ₇節　総括

　以上，途上国における森林の持続可能性に関係するであろう，さまざまな

政策アプローチの特徴と効果そして限界について検討してきた。これらの結

果はおもに二つの政策の必要を示唆しているのではないだろうか。一つ目は

森林の持続可能性を確保するためには，やはり国境措置が必要な局面がある

ということ。二つ目は森林の持続可能性の維持増進を目的とした法的拘束力

のある森林条約の締結が必要だということである。

　まず，これまでの諸政策の検討から浮かび上がってきたのは政策を構築す

るスピードの問題である。違法伐採対策をはじめ政府主導の政策はどれも，

国際的な合意を取りつけて初めて実施に至り，効果を発揮するまでに非常に

長い時間を要するということである。その間に天然林伐採や土地利用転換が

どんどん進んでしまう。このようなことを繰り返さないためには，ほかの措

置によって森林の持続可能性がある程度確保できるようになるまでの間，迅
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速に実施可能な環境名目の貿易制限措置を行うということを検討すべきでは

ないだろうか。

　具体的には二つの方向性が考えられる。一つはWTO協定にのっとった貿

易制限措置である。GATT第20条（g），つまり有限天然資源の保存を名目と

した貿易制限措置は一般的例外として認められる。これを用いて，たとえば

違法伐採材の混入が明らかな国からの林産物輸入を制限する，または森林破

壊的な農業による農産物の輸入を制限するというやり方である。もう一つは

二国間または数カ国間の交渉で，林産物輸出国や森林破壊的な農産物輸出国

に対して，それらの産品に輸出税をかけるよう交渉する，という方法である。

これは1980年代から米国がカナダ産の針葉樹製材について行ってきた方法で

ある�。輸出税を熱帯生態系の価値の使用料と考えれば，輸出材のみが対象

となってしまうが，生物多様性等の価値の木材価格への算入の一つのアプロ

ーチと考えることもできるだろう。実は自由貿易と環境は調和的と主張して

きたWTOの論調にも近年変化がみられ，2010年のWorld Trade Reportでは，

輸出税を資源保護にとって肯定的にとらえるようになってきている�（WTO 

2010）。

　前述の諸方策のなかで相対的にスピーディであったのが，第三者認証であ

る。しかし認証については，「悪貨が良貨を駆逐する」という傾向性がみら

れた。これは森林問題については残念ながら環境への消費者意識よりも，安

いものを求めるという経済性の意識が勝ってしまうという証左である。した

がって長期的にも，森林認証やパーム油認証さえあれば，後は市場に任せて

おけば森林の持続可能性は担保できるのだ，というわけにはいかないという

ことを認識すべきである。

　また，いずれの政策アプローチも森林の持続可能性そのものを対象として

いないため，対象からこぼれる部分が出てくるということもわかった。たと

えば違法伐採対策では転換林の問題が解決不可能であったり，REDD＋や

RSPOにおいて二次林の管理が置き去りであったり，という点である。

　以上のように，個別政策の積み上げではカバーできない部分が残り，また
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ボランタリーな制度はやはり不十分であるため，本来は森林条約といった森

林の持続可能性や生物多様性の保全そのものを目的とした法的拘束力のある

国際環境条約を策定できることが望ましいといえるだろう。そのなかに国境

措置も組み込めればさらに即効性が確保できると考えられるのである。

〔注〕
1　しかし，物的な森林の持続可能性と自由貿易は経済学的に調和的とはいえ
ない。理論的根拠については島本（2010）を参照のこと。
⑵　1992年の国連環境開発会議（United Nations Conference on Environment and 

Development: UNCED―通称，地球サミット）において，森林原則声明およ
びアジェンダ21の第11章「森林減少対策」が採択されたが，森林に関する法
的拘束力のある条約の採択は見送られた。その後アジェンダ21の実施状況を
監視し必要な勧告を行うため，1993年に「国連持続可能な開発委員会」（CSD）
が設置され，その下に「森林に関する政府間パネル」（Intergovernmental 
Panel on Forests: IPF），「森林に関する政府間フォーラム」（Intergovernmental 
Forum on Forests: IFF），「国連森林フォーラム」（United Nations Forum on 
Forests: UNFF）で森林の持続可能性確保のための戦略について話し合われて
きた。そのなかで常に懸案となりながら，しかしいまだに，法的拘束力のあ
る国際的枠組みを構築するに至っていない。詳しくは地球・人間環境フォー
ラム（2004）参照のこと。
⑶　結局，オーストリアがラベリングを任意とするように国内法を改正し，事
態は収拾された。
⑷　EU FLEGT Facilityのウェブサイト（http://www.euflegt.efi.int/home/）参照の
こと。
⑸　デュー・デリジェンスとは，業者が既存のシステムまたは独自のシステム
構築によって伐採国，樹種，質，合法性の情報にアクセスし，当該国におけ
る合法性，違法伐採の普及，サプライチェーンの複雑さ，国連安保理事会や
木材貿易に関する EU評議会における制裁対象国であるかどうか，について
リスクアセスメントを行い，適切な措置や手続きを講じてリスクの最小化を
行うことである。
⑹　米国魚類野生生物局のウェブサイト（http://www.fws.gov/le/AboutLE/history.

htm）参照のこと。
⑺　米国農務省（USDA）の動植物検疫局のウェブサイト（http://www.aphis.

usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/LaceyActPrimer.pdf）参照のこと。
⑻　環境省のグリーン購入法に関するウェブサイト（http://www.env.go.jp/policy/

hozen/green/g-law/houritu.html）参照のこと。
⑼　全国木材組合連合会の合法木材ナビ（http://www.goho-wood.jp/guideline/）参
照のこと。
⑽　合法木材ナビによると，CoC認証制度とは，「森林認証を取得した森林から
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生産された木材・木材製品が，森林認証を取得していない森林から生産され
るものと混じらないように適切な分別管理を行っていることについて，第三
者機関が木材・木材製品を取り扱う事業者を評価・認証する仕組み」のこと
をいう。
⑾　FSCの概要については http://www.fsc.org/ を参考にした。
⑿　しかし，国ごとにやや条件があり，マレーシアではサバ州，サラワク州に
ついては環境影響評価が求められるのは500ヘクタール以上で，500ヘクター
ル未満については低減措置の提出にとどまる。またマレーシア，インドネシ
アでは2005年11月から2007年11月の移行期間の一次林転換については禁止と
はなっていない。
⒀　第 ₅節 ₂ .のノルウェーとのパートナーシップによるモラトリアムのこと。
⒁　詳細は，森林総合研究所 REDD研究開発センターのウェブサイト（http://

www.ffpri.affrc.go.jp/redd-rdc/ja/redd/basics.html）を参照のこと。
⒂　以下の経緯の説明は http://www.ffpri.affrc.go.jp/redd-rdc/ja/redd/negotiations.

htmlおよび赤堀（2010）による。
⒃　提案文書は http://unfccc.int/resource/docs/2005/cop11/eng/misc01.pdfを参照。
⒄　http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=8を参照。
⒅　United Nations Framework Convention on Climate Change REDD web Platform
の Background（http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4547.php）より。
⒆　カンクンで行われた COP16では，ポスト京都議定書の国際的な法的枠組み
の基礎になり得る包括的な文書が合意され（カンクン合意），同合意のもとに
先進国および途上国が提出した排出削減目標等を国連の文書としてまとめた
うえで，これらの目標等を COPとして留意することとなった。

⒇　http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2を参照。
�　2007年の COP13でゼーリック世銀総裁が設立を宣言した。
�　スターンレビューとは，英国財務大臣が2005年 ₇ 月に，2006年秋までに英
国首相と英国財務大臣に報告されるものとしてニコラス・スターン博士に作
成を依頼した，気候変動問題の経済影響に関する報告書のこと。
�　生息域外（ex-situ）に存在する遺伝資源のこと。
�　米国は自国の製材産業保護のため，カナダ産の針葉樹製材にさまざまな国
境措置を要求してきた。その結果，1986年，カナダ産製材に15％の輸出税を
課す覚書（Memorandum of Understanding: MOU）を締結（1991年まで）し，
1996年には針葉樹製材協定を締結してカナダ主要 ₄州から関税なしで輸出で
きる量に上限を設け，それ以上にはカナダが ₂段階で輸出税を課す ₂段階関
税率クォータ制（2001年終了）を導入した。さらに2006年針葉樹製材協定を
締結し，カナダは段階的な輸出税制度を導入した。詳しくは Zhang（2007）を
参照のこと。
�　WTO（2010）では，オープンアクセスの資源輸出国による輸出税は天然資
源部門の採掘レベルを減少させ，交易条件を改善し，天然資源の長期ストッ
クを増やす（WTO 2010, 130）と述べている。また生物多様性への効果とし
て，天然資源の過度な採取がすみかの破壊の直接の原因ならば，関税政策は，
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資源の採取量を減らし，それによってすみかの損失も減少させるので，最適
な政策である（WTO 2010, 137）とも述べている。
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